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公

告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更
新

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
五
十
一

条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、

同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
第
二
項
及
び
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十

年
東
京
都
規
則
第
二
百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
三
年
十
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
健
康
及
び
教
育
と
地
域

を
支
援
す
る
会

二

代
表
者
の
氏
名

永
井

厚

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
四
谷
四
丁
目
三
番
二
十
九
号

伸
治
ビ
ル

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
二
年
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
七
年
十
二
月
二
十
七
日

ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ジ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー

二
一

二

代
表
者
の
氏
名

伊
藤

道
雄

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

文
京
区
本
駒
込
二
丁
目
十
二
番
十
三
号

ア
ジ
ア
文
化
会
館
内

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
三
月
二
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
一
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ャ
イ
ル
ド
ラ
イ
ン
支
援
セ
ン
タ
ー

二

代
表
者
の
氏
名

竹
村

浩
、
小
林

純
子

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
天
神
町
十
四
番

神
楽
坂
藤
井
ビ
ル
五
階

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
二
月
二
十
五
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
樹
恩
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

二

代
表
者
の
氏
名

生
源
寺

眞
一

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

杉
並
区
和
田
三
丁
目
三
十
番
二
十
二
号

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
五
月
三
十
日
か
ら
令
和
八
年
五
月
二
十
九
日
ま
で

一

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
全
国
盲
導
犬
施
設
連
合
会

二

代
表
者
の
氏
名

井
上

幸
彦

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
宿
区
住
吉
町
五
番
一
号

吉
村
ビ
ル
二
階

四

更
新
さ
れ
た
認
定
の
有
効
期
間

令
和
三
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
八
年
四
月
二
十
七
日
ま
で

再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
に
つ

い
て

東
京
都
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
手

続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
開
発
等
促
進
区

を
定
め
る
地
区
計
画
の
決
定
の
原
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の

土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
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百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、

縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知

事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

武
蔵
小
山
賑
わ
い
軸
地
区
地
区
計
画

二

位
置

決
定
す
る
区
域

品
川
区
小
山
三
丁
目
地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
品
川
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課



（第17432号）東 京 都 公 報令和3年10月6日（水曜日）３

再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
に
つ

い
て

東
京
都
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
手

続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
開
発
等
促
進
区

を
定
め
る
地
区
計
画
の
変
更
の
原
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の

土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、

縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知

事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

晴
海
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
部
分

中
央
区
晴
海
一
丁
目
、
晴
海
二
丁
目
、

晴
海
三
丁
目
、
晴
海
四
丁
目
及
び
晴
海

五
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
に
つ

い
て

東
京
都
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
手

続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
開
発
等
促
進
区

を
定
め
る
地
区
計
画
の
変
更
の
原
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の

土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、

縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知

事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

神
宮
外
苑
地
区
地
区
計
画

二

位
置

追
加
す
る
部
分

港
区
北
青
山
二
丁
目
地
内

変
更
す
る
部
分

港
区
北
青
山
一
丁
目
、
北
青
山
二
丁
目
、

新
宿
区
霞
ヶ
丘
町
、
大
京
町
、
南
元
町
、

渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
一
丁
目
、
千
駄
ケ
谷

二
丁
目
及
び
神
宮
前
二
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
港
区
役
所
、
新
宿
区

役
所
及
び
渋
谷
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
の
原
案
に
つ

い
て

東
京
都
再
開
発
等
促
進
区
を
定
め
る
地
区
計
画
等
の
案
の
作
成
手

続
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
三
十
六
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
開
発
等
促
進
区

を
定
め
る
地
区
計
画
の
変
更
の
原
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
し
、
縦
覧

に
供
す
る
。

な
お
、
条
例
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の

土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第

百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に
規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、

縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
知

事
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
三
年
十
月
六
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

愛
宕
地
区
地
区
計
画

二

位
置

変
更
す
る
部
分

港
区
愛
宕
一
丁
目
、
愛
宕
二
丁
目
及
び

虎
ノ
門
三
丁
目
各
地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
三
年
十
月
六
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

多
摩
市
桜
ケ
丘
二
丁
目
四
番
九
及

び
同
番
十
一

杉
並
区
和
泉
二
丁
目
十
一
番
四

号フ
ェ
ン
ト
ン
・
シ
ョ
ー
ン
・
ジ

ョ
セ
フ

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


